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東
日
本
大
震
災
に
伴
う
弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
に
関

す
る
規
則
の
特
例
を
定
め
る
規
則

（
平
成
二
十
三
年
五
月
六
日
規
則
第
百
四
十
八
号
）

改
正

平
成
二
四
年

八
月
二
四
日

同

二
四
年

九
月
一
四
日

同

二
五
年

一
月
一
七
日

同

二
七
年

三
月
一
九
日

同

二
九
年
一
二
月
二
二
日

令
和

二
年
一
一
月
一
八
日

同

三
年

六
月
一
八
日

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
に
よ
る
開
設
費
援
助
等
に

関
す
る
特
例
（
第
二
条
―
第
七
条
）

第
三
章

特
例
公
設
事
務
所
に
関
す
る
援
助
（
第
八
条
―
第
十
七

条
）

附
則

第
一
章

総
則
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（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
東
日
本
大
震
災
（
以
下
「
本
件
震
災
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
被
災
（
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
起
因
す
る
障

害
の
発
生
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
た
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ

い
て
、
弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第

百
五
十
五
号
。
以
下
「
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
」
と
い
う
。
）

の
特
例
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
本
件
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
地

域
に
お
い
て
弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
に
関
す
る
規
程
（
会

規
第
九
十
四
号
）
の
趣
旨
を
全
う
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一

第
一
種
弁
護
士
過
疎
地
域
に
設
置
さ
れ
た
法
律
相
談
セ
ン
タ

ー
（
以
下
「
第
一
種
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
及
び

過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
附
則
第
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
「
日
弁
連
ひ
ま
わ
り
基
金
」
支
出
に
関
す
る
規
則

（
規
則
第
七
十
一
号
。
以
下
「
旧
ひ
ま
わ
り
基
金
規
則
」
と
い

う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
も
の

で
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
第
一
種
弁
護
士
過
疎
地
域
に
該
当
し
て
い
た

こ
と
が
あ
る
地
域
に
所
在
す
る
も
の
（
以
下
「
ひ
ま
わ
り
第
一

種
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）

二

第
二
種
弁
護
士
過
疎
地
域
に
設
置
さ
れ
た
法
律
相
談
セ
ン
タ
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ー
（
以
下
「
第
二
種
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
及
び

旧
ひ
ま
わ
り
基
金
規
則
第
四
条
の
二
第
一
項
の
法
律
相
談
セ
ン

タ
ー
で
あ
っ
た
も
の
で
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
第
二
種
弁
護
士
過
疎
地

域
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
地
域
に
所
在
す
る
も
の
（
以

下
「
ひ
ま
わ
り
第
二
種
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）

２

こ
の
規
則
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
福
島
地
方
裁

判
所
相
馬
支
部
管
内
に
お
い
て
原
子
力
災
害
に
対
応
す
る
た
め
に

常
駐
型
公
設
事
務
所
の
設
置
及
び
運
営
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
援

助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
の

特
例
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
章

過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
に
よ
る
開
設
費
援
助

等
に
関
す
る
特
例

（
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
の
開
設
費
援
助
等
の
特
例
）

第
二
条

本
件
震
災
に
よ
る
被
災
を
原
因
と
し
て
行
わ
れ
る
ひ
ま
わ

り
第
一
種
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
（
旧
ひ
ま
わ
り
基
金
規
則
附
則
第

三
項
の
適
用
が
あ
る
地
域
に
所
在
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
移
転

に
つ
い
て
は
、
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
四
条
第
一
項
第
一

号
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
五
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条
第
一
号
の
援
助
金
を
一
回
に
限
り
支
出
す
る
。

２

本
件
震
災
に
よ
る
被
災
を
原
因
と
し
て
行
わ
れ
る
ひ
ま
わ
り
第

二
種
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
の
移
転
に
つ
い
て
は
、
過
疎
・
偏
在
対

策
事
業
規
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
六
条
第
一
号
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
五
条
第
一
号

の
援
助
金
を
一
回
に
限
り
支
出
す
る
。

３

本
件
震
災
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十

八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
区
域
（
東
京
都
の
区
域
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
地
域
に
所
在
す
る
第
二
種
法
律

相
談
セ
ン
タ
ー
（
次
項
及
び
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
と
し
て
法
律

相
談
セ
ン
タ
ー
援
助
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
過
疎
・
偏

在
対
策
事
業
規
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
六
条
第
二
号

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
の
規
定
（
過

疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
五
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

を
除
く
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
は
、
第
一
種
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
と
み
な
す
。

４

前
項
の
地
域
に
所
在
す
る
ひ
ま
わ
り
第
一
種
法
律
相
談
セ
ン
タ

ー
（
旧
ひ
ま
わ
り
基
金
規
則
附
則
第
三
項
の
適
用
が
あ
る
地
域
に

所
在
す
る
も
の
を
含
む
。
）
は
、
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間



- 5 -

は
、
第
一
種
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
と
み
な
す
。

５

第
三
項
の
地
域
に
所
在
す
る
ひ
ま
わ
り
第
二
種
法
律
相
談
セ
ン

タ
ー
（
旧
ひ
ま
わ
り
基
金
規
則
附
則
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
地
域
に
所
在
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
過
疎
・
偏
在
対
策
事

業
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
は
、
第
二
種
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー
と
み
な
す
。
た
だ
し
、

当
該
地
域
が
第
一
種
弁
護
士
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
っ

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で

削
除

第
三
章

特
例
公
設
事
務
所
に
関
す
る
援
助

（
特
例
公
設
事
務
所
）

第
八
条

本
会
は
、
過
疎･

偏
在
対
策
事
業
規
則
第
三
章
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
法
律
事
務

所
（
以
下
「
特
例
公
設
事
務
所
」
と
い
う
。
）
の
設
置
、
運
営
等

に
つ
い
て
、
特
例
公
設
事
務
所
を
設
置
す
る
弁
護
士
（
以
下
「
特

例
公
設
事
務
所
弁
護
士
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
日
弁
連
ひ
ま
わ

り
基
金
か
ら
援
助
金
を
給
付
す
る
。

一

福
島
地
方
裁
判
所
相
馬
支
部
管
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。
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二

本
会
、
福
島
県
弁
護
士
会
及
び
東
北
弁
護
士
会
連
合
会
（
以

下
「
本
会
ら
三
者
」
と
い
う
。
）
が
公
募
に
よ
り
選
定
し
た
弁

護
士
が
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

こ
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士

が
職
務
を
行
い
、
本
会
ら
三
者
が
支
援
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（
三
者
協
定
書
）

第
九
条

本
会
は
、
福
島
県
弁
護
士
会
か
ら
特
例
公
設
事
務
所
の
設

置
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
福
島
県
弁
護
士
会
及
び
東
北
弁
護

士
会
連
合
会
と
の
間
で
、
理
事
会
の
議
を
経
て
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
定
め
た
協
定
（
以
下
「
三
者
協
定
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
、

こ
れ
を
書
面
に
す
る
。

一

特
例
公
設
事
務
所
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項

二

特
例
公
設
事
務
所
を
設
置
す
る
地
域
及
び
特
例
公
設
事
務
所

の
名
称

三

特
例
公
設
事
務
所
を
設
置
す
る
期
間

四

特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士
に
対
す
る
資
金
援
助
に
関
す
る
事

項
五

福
島
県
弁
護
士
会
又
は
東
北
弁
護
士
会
連
合
会
に
対
す
る
資

金
援
助
に
関
す
る
事
項
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六

特
例
公
設
事
務
所
支
援
委
員
会
（
当
該
三
者
協
定
に
基
づ
き
、

特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士
の
選
定
に
係
る
事
務
、
特
例
公
設
事

務
所
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
支
援
、
特
例
公
設
事
務
所
の

業
務
及
び
会
計
の
状
況
に
関
す
る
調
査
並
び
に
特
例
公
設
事
務

所
弁
護
士
に
対
す
る
指
導
及
び
勧
告
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ

る
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
必
要
な
事
項

（
特
例
公
設
事
務
所
支
援
委
員
会
の
設
置
）

第
十
条

本
会
ら
三
者
は
、
三
者
協
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
締
結
後
、
速
や
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
二
名
の
委
員
を
選
任
し
て

特
例
公
設
事
務
所
支
援
委
員
会
を
設
置
す
る
。

２

特
例
公
設
事
務
所
支
援
委
員
会
は
、
互
選
に
よ
り
委
員
長
一
名

を
置
く
も
の
と
し
、
副
委
員
長
一
名
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま

で
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
は
、
特
例
公
設
事
務
所
支

援
委
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士
の
選
定
及
び
契
約
の
締
結
）

第
十
一
条

本
会
ら
三
者
は
、
公
募
に
よ
り
特
例
公
設
事
務
所
弁
護

士
の
選
定
を
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
候
補
者
の
選
定
に
係
る
事
務

を
特
例
公
設
事
務
所
支
援
委
員
会
に
行
わ
せ
る
。

- 8 -

２

本
会
ら
三
者
は
、
特
例
公
設
事
務
所
支
援
委
員
会
が
特
例
公
設

事
務
所
弁
護
士
の
候
補
者
を
選
定
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
候

補
者
が
特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
候
補
者
と
の
間
に
お
い
て
、
当
該
候
補
者
を
特
例

公
設
事
務
所
弁
護
士
と
す
る
旨
の
契
約
を
締
結
し
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
契
約
書
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
例
公
設
事
務
所
を
設
置
す
る
時
期
及
び
場
所

二

任
期

三

こ
の
規
則
の
規
定
の
遵
守
義
務

四

新
た
な
顧
問
契
約
の
締
結
の
禁
止

五

依
頼
者
に
対
す
る
本
会
ら
三
者
の
責
任
に
つ
い
て
の
説
明
義

務
六

依
頼
者
に
対
す
る
事
件
の
引
継
ぎ
に
関
す
る
事
項
の
説
明
義

務
七

本
会
ら
三
者
又
は
特
例
公
設
事
務
所
支
援
委
員
会
に
対
す
る

報
告
、
説
明
等
に
関
す
る
義
務

八

後
任
者
へ
の
引
継
ぎ
に
関
す
る
義
務

九

事
務
所
名
称
の
使
用
に
関
す
る
義
務

３

特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士
は
、
前
項
の
契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
十
五
条
（
第
一
項
第
四
号
ロ
及
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び
第
五
項
第
五
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
二
条
第
八
項
の
規
定

は
、
特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
例
公
設
事
務
所
に
お
け
る
職
務
）

第
十
二
条

特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士
は
、
原
子
力
災
害
に
係
る
損

害
賠
償
等
の
事
件
そ
の
他
被
災
地
支
援
に
係
る
次
に
掲
げ
る
業
務

を
積
極
的
に
受
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
律
相
談

二

原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
和
解
仲
介

の
申
立
て

三

前
号
以
外
の
方
法
に
よ
る
東
京
電
力
株
式
会
社
等
に
対
す
る

損
害
賠
償
に
係
る
請
求
、
和
解
協
議
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
事

件
処
理

２

特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士
は
、
前
項
に
規
定
す
る
ほ
か
、
国
選

弁
護
事
件
、
国
選
付
添
事
件
、
当
番
弁
護
事
件
、
法
律
援
助
事
件
、

民
事
法
律
扶
助
事
件
そ
の
他
の
公
益
的
活
動
を
可
能
な
限
り
行
う

よ
う
努
め
る
。

３

過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
十
六
条
（
第
一
項
第
一
号
を
除

く
。
）
の
規
定
は
、
特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
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（
後
任
の
特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士
の
選
定
及
び
契
約
）

第
十
三
条

本
会
ら
三
者
は
、
特
例
公
設
事
務
所
の
設
置
期
間
が
満

了
す
る
前
に
、
特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士
が
退
任
す
る
と
き
は
、

特
例
公
設
事
務
所
の
存
続
を
図
る
よ
う
、
後
任
の
特
例
公
設
事
務

所
弁
護
士
へ
の
引
継
ぎ
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
行
う
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
第
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
後
任
の
特

例
公
設
事
務
所
弁
護
士
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
例
公
設
事
務
所
の
設
置
の
終
了
）

第
十
四
条

特
例
公
設
事
務
所
の
設
置
は
、
三
者
協
定
に
お
い
て
定

め
る
特
例
公
設
事
務
所
の
設
置
期
間
の
満
了
に
よ
り
終
了
す
る
も

の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
特
例
公
設
事
務
所
の
設
置
が
終
了
す
る
に

際
し
て
は
、
福
島
県
弁
護
士
会
は
、
退
任
す
る
特
例
公
設
事
務
所

弁
護
士
の
業
務
等
の
引
継
ぎ
を
受
け
る
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
又

は
弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法
人
の
選
定
そ
の
他
の
必

要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
例
公
設
事
務
所
に
お
け
る
援
助
金
の
支
出
等
）

第
十
五
条

過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
三
章
第
五
節
、
第
二
十
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七
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、

特
例
公
設
事
務
所
及
び
特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
た
だ
し
、
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
二
十
五
条
第
一

項
第
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
号
に
規
定

す
る
運
営
費
援
助
金
の
一
年
当
た
り
の
金
額
を
千
五
百
万
円
ま
で

増
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
特
例
公
設
事
務
所
は
公
設
事
務
所
と
、
特
例
公
設
事
務

所
弁
護
士
は
公
設
事
務
所
弁
護
士
と
、
特
例
公
設
事
務
所
支
援
委

員
会
は
公
設
事
務
所
支
援
委
員
会
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
す
。

（
特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士
の
権
利
義
務
）

第
十
六
条

特
例
公
設
事
務
所
弁
護
士
に
対
す
る
援
助
金
の
支
出
に

つ
い
て
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
の
公
設
事
務
所
弁
護
士
に
関

す
る
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
災
害
復
興
支
援
基
金
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
れ
）

第
十
七
条

会
長
は
、
年
度
ご
と
に
又
は
随
時
に
、
過
疎･

偏
在
対

策
事
業
規
則
第
七
十
四
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
、
特
例

公
設
事
務
所
弁
護
士
に
関
す
る
援
助
金
そ
の
他
の
支
出
に
係
る
額
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の
う
ち
必
要
と
認
め
る
額
に
つ
い
て
、
災
害
復
興
支
援
基
金
の
設

置
、
管
理
及
び
支
出
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
八
十
七
号
）
第
二

条
の
災
害
復
興
支
援
基
金
特
別
会
計
か
ら
日
弁
連
ひ
ま
わ
り
基
金

に
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
四
年
八
月
二
四
日
改
正
）

目
次
（
新
設
）
、
第
一
章
の
章
名
（
新
設
）
、
第
一
条
第
二
項
（
新

設
）
、
第
二
章
の
章
名
（
新
設
）
、
第
三
章
の
章
名
（
新
設
）
及
び

第
八
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
（
新
設
）
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十

四
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
四
年
九
月
一
四
日
改
正
）

１

第
二
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
十
四
日
か
ら
施

行
す
る
。

２

第
五
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
七
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二

十
四
年
九
月
十
四
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
三
年
五
月
六
日
か

ら
適
用
す
る
。

３

第
五
条
第
四
項
及
び
第
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二

十
四
年
九
月
十
四
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。
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４

第
二
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
の
年
度
に
係
る
ひ
ま
わ
り

基
金
規
則
か
ら
の
支
出
の
申
請
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
三
年
四

月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
の
年
度

に
係
る
ひ
ま
わ
り
基
金
規
則
か
ら
の
支
出
の
申
請
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
五
年
一
月
一
七
日
改
正
）

１

題
名
、
目
次
、
第
一
条
、
第
二
章
の
章
名
、
第
二
条
か
ら
第
九

条
ま
で
、
第
十
条
第
三
項
（
新
設
）
、
第
十
一
条
第
四
項
（
新
設
）
、

第
十
二
条
第
三
項
（
新
設
）
及
び
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で

の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
二
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
度
に
係
る
援
助
金
の

申
請
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
四
年
度
に
係
る
援
助
金
の
申
請
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
前
項
に
規
定
す

る
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
る

援
助
金
の
給
付
は
、
日
弁
連
ひ
ま
わ
り
基
金
か
ら
の
支
出
に
つ
い

て
は
、
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
規
則
第
五
条
の
法
律
相
談
セ
ン
タ

ー
の
開
設
費
に
対
す
る
援
助
金
と
み
な
す
。

３

改
正
後
の
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
第
四
条

の
規
定
に
基
づ
く
免
除
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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４

改
正
後
の
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

施
行
日
前
に
開
始
さ
れ
た
改
正
前
の
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の

規
定
に
基
づ
く
貸
付
け
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
た
だ
し
、
貸
付
け
が
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お

け
る
日
弁
連
ひ
ま
わ
り
基
金
か
ら
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
過
疎
・

偏
在
対
策
事
業
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項

又
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
貸
付
け
と
み
な
す
。

附

則
（
平
成
二
七
年
三
月
一
九
日
改
正
）

第
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
三

月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
九
年
一
二
月
二
二
日
改
正
）

第
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
九

年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
二
年
一
一
月
一
八
日
改
正
）

第
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
令
和
二
年
十

一
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
三
年
六
月
一
八
日
規
則
第
二
〇
〇
号

弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法
人
制
度
創

設
に
係
る
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱

い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規

則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

第
一
四
条
改
正
）
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こ
の
規
則
は
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す

る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十

三
号
）
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
四
年
政
令
第
四
一
号
で
令
和
四
年
一
一
月
一
日
か

ら
施
行
）


